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離婚時の年金分割 
 
 

平成１９年４月から離婚時の年金分割制度が段階
的に施行され、婚姻期間中の厚生年金を当事者間で分
割することが可能となる。女性の老後の保障を充実さ
せる上で一歩前進だと言えるが、今後、働き方が多様
な女性の年金保障の一層の充実を図ることが必要で
ある。 

１ 離婚の現状 
厚生労働省の人口動態統計による
と、日本における離婚件数は平成２
年の約１６万件から毎年増加し、14
年には約２９万件となった。その後
減少したものの、１６年には約２７
万件と、依然として高い水準にある
（図 1）。 
離婚件数を婚姻期間別に見ると、
特に婚姻期間の長い夫婦の離婚が増
加している。平成２年時点と１６年
の離婚件数を比較すると、婚姻期間
２０年以上の夫婦の離婚件数の増加
率は、離婚件数全体の増加率を上回
り、全ての期間の中で最も高い伸び
を示している（図２）。 
離婚件数増加の背景の一つには、
離婚観の変化があると言われてい
る。内閣府の国民生活選好度調査に
よると、前回調査と比較して男女と
も「離婚を肯定する」が増加する一
方で「離婚を否定する」は減少して
いる。特に女性は離婚の肯定派と否
定派の割合が逆転し、肯定派が多く
なっている（図３）。      
 
 
 
 
 

 
出所：平成 16 年度国民生活選好度調査 

＜図１ 離婚件数の推移＞ 
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＜図２ 婚姻期間別の離婚件数増加率（平成１６年）＞ 

    （平成２年を 100 とした場合） 
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出所：平成 16 年人口動態統計より作成 

＜図３ 離婚に対する考え方＞ 
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２ 女性と年金 
 昭和６０年の年金制度改正において、従来自営業者等を対象としていた国民年金を全被
用者世帯に適用拡大した基礎年金制度が導入されるとともに、以下のような第３号被保険
者制度が創設された。 
①自営業者等、従来の国民年金の適用対象を第１号被保険者、被用者年金の被保険者を
第２号被保険者とするとともに、被用者（第２号被保険者）の被扶養配偶者も、第３
号被保険者として国民年金の強制適用対象とする。 
②通常は所得のない第３号被保険者に係る費用負担については、独自の負担を求めるこ
ととせず、被用者年金の被保険者全体の保険料拠出により賄う。 
こうした基礎年金制度や第３号被保険者制度の導入により、基礎年金部分について専業
主婦を含めた女性の年金権の確立が図られたが、報酬比例部分については被保険者本人の
みに支給され、離婚した場合、配偶者は報酬比例部分について直接的には何の権利もない
仕組みとなっていた。 
 また、夫婦共働きの場合でも、厚生年金の年金額は被保険者本人の就労期間や賃金額を
もとに計算されるため、男女の雇用格差・給与格差などを背景に、離婚後の夫婦双方の年
金受給額には大きな開きがあると指摘されていた。 
婚姻期間の長い夫婦の離婚が増加する状況の中で、以上のような事情を考慮して、平成
16 年の年金制度改正により、離婚時の年金分割制度が導入されることとなった（図４）。

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所：社会保険庁ホームページ 

＜図４ 現行の年金給付の仕組みと分割対象＞ 

 

 

※共済年金における職域部分については、平成１８年４月２８日閣議決定「被用者年金制度の

一元化に関する基本方針について」により、平成２２年から廃止することとされている。 



３ 離婚時の年金分割制度の概要 
 離婚時の年金分割制度は、以下のとおり段階的に施行される。 
（１）離婚時の厚生年金の分割制度（平成１９年４月１日施行） 
 ・婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録（夫婦の合計）（※）を、離婚した場合に当
事者間で分割することが認められる。 

   (※)保険料納付記録とは、厚生年金保険料の算定の基礎となった標準報酬（標準報酬月額と標準
賞与額）を指す。厚生年金の年金額はこの標準報酬を基礎として計算される。 

 ・分割ができるのは、施行日以降に成立した離婚であるが、施行日前の婚姻期間に係る
厚生年金の保険料納付記録も分割の対象とすることができる。 

・離婚当事者は協議により按分割合について合意した上で、社会保険事務所に分割請求
を行う。 

・当事者間で合意がまとまらない場合、当事者の一方の求めにより、裁判手続により按
分割合を定めることができる。 

 ・按分割合の上限は５割で、下限は分割を受ける側の分割前の持分に当たる割合である。
（２）第３号被保険者期間についての厚生年金の分割制度（平成２０年４月１日施行） 
・施行日以降の第３号被保険者期間について、離婚をした場合または配偶者の所在が長
期にわたり明らかでない場合など分割を適用することが必要な事情にあると認めら
れる場合に、当事者一方からの請求により、第２号被保険者の厚生年金の保険料納付
記録を自動的に２分の１に分割することができる。 

 
【厚生労働省の試算モデル】 
結婚４０年で勤続４０年
の夫と専業主婦の妻による
月収約３９３,０００円の標
準世帯の場合、５割分割なら
妻は基礎年金と厚生年金の
分割分を合わせて月に約 
１１６,５００円の年金が受
給できる。 
 
 
 
 

【社会保険庁による情報提供】 
 平成１８年１０月から各社会保険事務所では、年金を分割した場合の試算に必要な情報
の提供を始めた。当事者双方又は一方が年金手帳と戸籍謄本などを持参して請求すると、
２週間程度で郵送か窓口で分割の対象となる期間に係る当事者それぞれの保険料納付記
録などを記載した「年金分割のための情報通知書」を受け取ることができる。５０歳以上
が希望すれば、按分割合５０％（上限）の場合や希望する按分割合についての年金見込額
の試算も行われる。当事者の一方が請求を行った場合、離婚前であれば他方への通知は行
われない。 

出所：平成１８年１１月２０日北海道新聞記事 



 １０月末までの１か月間に全国で１，３５５人が試算を請求し、その約９割が女性であ
った。試算を請求しなかった人も含めると、全国の社会保険事務所に寄せられた年金分割
に関する相談は１０月中だけで６，２８３件にのぼり、関心の高さを裏付けた。（出所：
平成１８年１１月１２日読売新聞記事） 
 
（参考）諸外国における離婚時の年金分割制度 
国名 ドイツ イギリス カナダ アメリカ 

対  象 
・公的年金（所得比例年金） 

・企業年金 

公的年金 

(所得比例年金) 

分割方法 年金権を分割する方法と支払われる年金
額を分割する方法の併用 

年金権を分割 

分割内容 
・手続 

離婚をめぐる裁判手
続の中で原則均等分
割としつつ、夫婦間
の合意内容を裁判所
が許可する形で分割
を行うことも可能 

財産分与に当たって
の選択肢として財産
分与手続の中で総合
的に考慮され、内容
は個別ケースごとに
裁判所が定める 

離婚に伴い自動的
に均等に分割 

年金分割の仕組み
はない 

婚姻期間が 10 年
以上の場合、元配偶
者の保険料納付記
録に基づく配偶者
年金（被保険者本人
の年金額の 50％）
が支給される 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 女性の年金保障の充実に向けて 
平成１７年の簡易生命表によると、男性の平均寿命は７８．５３年、女性の平均寿命は
８５．４９年で女性が約７年男性を上回っている。今回の年金分割の導入は、女性の老後
の保障を充実させる上で一歩前進だと言えるが、基礎年金と合わせても、老後の暮らしに
必ずしも十分な金額とは言えない状況にある。今後、負担と給付のあり方を含めて、働き
方が多様な女性の年金保障の一層の充実を図ることが必要である。 
 

出所：平成 13 年 12 月「女性のライフタイルの変化等に対応した年金の在り方に関する検討会報告書」

「生活の低下覚悟を」ブーム警鐘 

年金分割をきっかけとして熟年離婚に関心が集まる現状には、懸念の声もある。 

 夫婦・家族問題コンサルタントの池内ひろ美さんは、「年金分割は、貧乏を分け合え

と言っているような制度。離婚した主婦の生活水準は、ほぼ確実に下がることを覚悟す

る必要がある」と話す。住居費などが必要になる上に熟年女性の就職も容易ではないか

らだ。 

 離婚しなかった場合には、サラリーマンだった夫が先に亡くなると、妻は原則として

遺族厚生年金を受給できる。その金額は、夫の厚生年金の４分の３が基本。最大で半分

までの年金分割より、格段に有利だ。 

 池内さんのもとには、月約８０人が離婚の相談に訪れる。「人生を再構築するために

若いうちに選択する離婚は前向きに考えてよいが、熟年離婚はできるだけ思いとどまる

ようにと助言している」と池内さんは話す。 

出所：平成１８年１１月１２日読売新聞記事 


